
四日市市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。 

 令和４年９月２９日 

四日市市長  森  智 広 

 

四日市市規則第５４号 

四日市市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部を改正する規則  

四日市市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則（昭和６０年四日市市規則第

６号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（特別休暇） （特別休暇） 

第１４条 条例第１１条の規則で定める

場合は、次の各号に掲げる場合とし、

その期間は当該各号に定める期間とす

る。 

第１４条 条例第１１条の規則で定める

場合は、次の各号に掲げる場合とし、

その期間は当該各号に定める期間とす

る。 

(1)から(8)まで （略） (1)から(8)まで （略） 

(9) 生後１年に達しない子を育てる職

員が、その子の保育のために必要と

認められる授乳等を行う場合 １日

２回それぞれにつき３０分を超えな

い範囲で必要な期間（男性職員にあ

っては、その子の当該職員以外の親

（当該子について民法第８１７条の

２第１項の規定により特別養子縁組

の成立について家庭裁判所に請求し

た者（当該請求に係る家事審判事件

が裁判所に係属している場合に限

る。）であって当該子を現に監護す

るもの又は児童福祉法（昭和２２年

法律第１６４号）第２７条第１項第

(9) 生後１年に達しない子を育てる職

員が、その子の保育のために必要と

認められる授乳等を行う場合 １日

２回それぞれにつき３０分を超えな

い範囲で必要な期間（男性職員にあ

っては、その子の当該職員以外の親

（当該子について民法第８１７条の

２第１項の規定により特別養子縁組

の成立について家庭裁判所に請求し

た者（当該請求に係る家事審判事件

が裁判所に係属している場合に限

る。）であって当該子を現に監護す

るもの又は児童福祉法（昭和２２年

法律第１６４号）第２７条第１項第



３号の規定により当該子を委託され

ている同法第６条の４に規定する里

親である者を含む。）が当該職員が

この号の休暇を使用しようとする日

におけるこの号の休暇を承認され、

又は労働基準法第６７条の規定によ

り同日における育児時間を請求した

場合は、１日２回それぞれ３０分か

ら当該承認又は請求に係る各回ごと

の期間を差し引いた期間を超えない

期間） 

３号の規定により当該子を委託され

ている同法第６条の４第２号に規定

する養子縁組里親若しくは同条第１

号に規定する養育里親である者（同

法第２７条第４項に規定する者の意

に反するため、同項の規定により、

養子縁組によって養親となることを

希望している者として委託すること

ができない者に限る。）を含む。）

が当該職員がこの号の休暇を使用し

ようとする日におけるこの号の休暇

を承認され、又は労働基準法第６７

条の規定により同日における育児時

間を請求した場合は、１日２回それ

ぞれ３０分から当該承認又は請求に

係る各回ごとの期間を差し引いた期

間を超えない期間） 

(10) （略） (10) （略） 

(11) 男性職員の配偶者が出産する場合

であってその出産予定日の６週間

（多胎妊娠の場合にあっては、１４

週間）前の日から当該出産の日以後

１年を経過する日までの期間にある

場合において、当該出産に係る子又

は小学校就学の始期に達するまでの

子（条例第４条の２第１項において

子に含まれるものとされる者を含

む。以下同じ。）（配偶者の子及び

児童福祉法第６条の４に規定する里

親である職員に同法第２７条第１項

第３号の規定により委託されている

児童を含む。）を養育する職員が、

(11) 男性職員の配偶者が出産する場合

であってその出産予定日の６週間

（多胎妊娠の場合にあっては、１４

週間）前の日から当該出産の日後８

週間を経過する日までの期間にある

場合において、当該出産に係る子又

は小学校就学の始期に達するまでの

子（条例第４条の２第１項において

子に含まれるものとされる者を含

む。以下同じ。）（配偶者の子を含

む。）を養育する職員が、これらの

子の養育のため勤務しないことが相

当であると認められるとき 当該期

間内における５日以内 



これらの子の養育のため勤務しない

ことが相当であると認められるとき

 当該期間内における５日以内 

(12) 小学校就学の始期に達するまでの

子（配偶者の子及び児童福祉法第６

条の４に規定する里親である職員に

同法第２７条第１項第３号の規定に

より委託されている児童を含む。以

下この号において同じ。）を養育す

る職員が、その子の看護（負傷し、

若しくは疾病にかかったその子の世

話又は疾病の予防を図るために必要

なものとして市長が定めるその子の

世話を行うことをいう。）のために

勤務しないことが相当であると認め

られるとき １の年度において５日

（その養育する小学校就学の始期に

達するまでの子が２人以上の場合に

あっては、１０日）の範囲内の期間 

(12) 小学校就学の始期に達するまでの

子（配偶者の子を含む。以下この号

において同じ。）を養育する職員

が、その子の看護（負傷し、若しく

は疾病にかかったその子の世話又は

疾病の予防を図るために必要なもの

として市長が定めるその子の世話を

行うことをいう。）のために勤務し

ないことが相当であると認められる

とき １の年度において５日（その

養育する小学校就学の始期に達する

までの子が２人以上の場合にあって

は、１０日）の範囲内の期間 

(13)から(20)まで （略） (13)から(20)まで （略） 

２から５まで （略） ２から５まで （略） 

 

改正後 

別表第２（第１４条・第１５条関係（忌引日数表）  

 （略）  

 備考  

１ この表の忌引は、本人の申請日（死亡又は死亡の翌日）から日数欄に掲げる

連続する期間とする。ただし、日数欄中の日数が１日の場合は、本人の申請す

る日に受けることができるものとする。 

２ 死亡した人欄に掲げる子には、条例第４条の２第１項において子に含まれる

ものとされる者及び児童福祉法第６条の４に規定する里親である職員に同法第



２７条第１項第３号の規定により委託されている児童を含む。 

 

改正前 

別表第２（第１４条・第１５条関係（忌引日数表）  

 （略）  

備考 この表の忌引は、本人の申請日（死亡又は死亡の翌日）から日数欄に掲げ

る連続する期間とする。ただし、日数欄中の日数が１日の場合は、本人の申請

する日に受けることができるものとする。 

 

附 則 

 この規則は、令和４年１０月１日から施行する。 

 

（総務部人事課） 


